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（※については例規集登載事項）
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告 示

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定の一部の効力の停止

（介護福祉課取扱い）１

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止

（介護福祉課取扱い）１

鹿児島県告示第1031号

介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項の規定により，次のとおり指定居宅サー

ビス事業者の指定の一部の効力を停止した。

平成27年12月４日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 指定居宅サービス事業者
サ ー ビ ス

主 た る 事 務 代 表 者 の 停 止 内 容 停 止 期 間
名 称 所在地 名 称 の 種 類

所 の 所 在 地 氏 名

デ イ サ ー ビ 鹿 屋 市 旭 原 株 式 会 社 ケ 鹿 屋 市 旭 原 吉 田 茂 樹 新 規 利 用 平成27年 通 所 介 護

ス セ ン タ ー 町2 6 1 1番地 ア フ ァ イ ン 町2 6 1 1番地 者 の 受 入 12月１日

ゑ び す さ ん ６ ６ れ 停 止 及 か ら 平 成

び 居 宅 介 28年３月

護 サ ー ビ 31日まで

ス 費 の 請

求 上 限 ７

割

鹿児島県告示第1032号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の９第１項の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止した。

平成27年12月４日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 指定介護予防サービス事業者
サ ー ビ ス

主 た る 事 務 代 表 者 の 停 止 内 容 停 止 期 間
名 称 所在地 名 称 の 種 類

所 の 所 在 地 氏 名

デ イ サ ー ビ 鹿 屋 市 旭 原 株 式 会 社 ケ 鹿 屋 市 旭 原 吉 田 茂 樹 新 規 利 用 平成27年 介 護 予 防

ス セ ン タ ー 町2 6 1 1番地 ア フ ァ イ ン 町2 6 1 1番地 者 の 受 入 12月１日 通 所 介 護

ゑ び す さ ん ６ ６ れ 停 止 及 か ら 平 成

び 介 護 予 28年３月

防 サ ー ビ 31日まで

ス 費 の 請
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求 上 限 ７

割
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